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３ 第８回・第９回福祉部会における意見

論 点 意 見

○ 社会福祉法人は、本来の自主性・自立性を取り戻し、地域における様々な福祉需要にき利 （１）公益性の追求

め細かく、かつ、柔軟に対応し、あるいは制度の狭間に落ちてしまった人々への支援も創用

意工夫の下で行うなど、真に地域に根ざした、地域住民から認められる存在としての社会者

福祉法人への再生が急務である。の

視 ○ 社会福祉法人は、措置制度の受け皿として、戦後の社会福祉の発展に大きな役割を果た

点 してきたが、基礎構造改革が進む中で、従来とは異なる社会福祉法人の位置付けが必要な

に のではないか。税制面などの社会福祉法人に対する優遇をいかして、社会福祉法人は何を

立 すべきなのかという点を明らかにしなければならない。

っ ○ 社会福祉法人の多くが、支援・助成を受けられるという立場に甘んじて新しいことに取

た り組もうとする意欲に乏しい。そのような意識を改め、社会福祉法人の本来の目的意識を

改 持つことが、社会福祉法人の積極的な存在理由を見出す上での大前提となる。

○ 税制などにおいて優遇を受けている社会福祉法人として、国民に評価される役割を発揮革

しなければならない。

○ 低所得者対策は社会福祉法人が当然行わなければならないとしても、その方法が重要で

ある。サービスを受けることを遠慮している人への対応や、地域において相談機能や総合

的な支援体制がないという状況に、社会福祉法人がどのような形で関わり、役割を果たし

ていくかが重要である。

○ 地域への貢献、低所得者対策等は、社会福祉法人が果たすべき役割として改めて打ち出

すまでもなく当然のことである。

○ 低所得者の利用者負担額の減免であれば、サービス購入のためのバウチャーを低所得者

に対して交付することで足りる。単に低所得者に対する支援を行うことをもって社会福祉

法人の公益性や優遇措置の根拠としても、説得力に欠ける。社会福祉法人の必要性を説明

するには、例えば小規模多機能サービス等の先駆的サービスを実施していることなど、異

なる根拠が必要である。

○ これからの社会において個人の尊重・個人の尊厳の保持が求められる中で、家庭におい
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ても施設にいるときと同様のサービスが受けられるように、社会福祉も変えていかなけれ

ばならない。社会福祉法人・施設が、自らの機能を地域に展開することによって、家庭に

おいても尊厳を持って福祉のサービスが受けられるようにするならば、それを社会福祉法

人の新たな役割として位置付けることが可能ではないか。

○ 社会福祉法人における個々の取組も重要であるが、地域の中での社会福祉法人としての

役割もあるのではないか。

○ 社会福祉法人は、地域において様々な事業を行い、地域の相談に応じたり、様々な支援

を行うというのが本来の姿である。

○ 社会福祉事業を実施する受け皿として個別の事業を行うだけでなく、地域の福祉課題に

対応するために積極的に拠点となって自らの資源を開放していくというのが、これからの

社会福祉法人の方向である。

○ 福祉分野は、サービス提供者の質が問われるにもかかわらず人材育成が不十分である。

福祉人材の資質の向上を今後の社会福祉法人の役割として加えてもよいのではないか。

○ 利用者がサービスを見極め、選択できるための目を持てるようにすることも、社会福祉

法人の役割としてあるのではないか。

○ 社会福祉法人の役割等を議論するに当たっては、介護保険・保育以外の分野の状況や、

都市部とそれ以外の地域の相違も念頭に置かなければならない。

○ 社会福祉法人が行う事業には、本来行う事業に付随して一体的に行っている公益的な事

業もあることから、画一的に定款に記載されていない事業は行ってはならないとする指導

監査は、適切ではないのではないか。

○ 適切な第三者評価事業の普及・促進に向けた基盤整備を推進する必要がある。（２）サービスの質の向上

○ 介護過誤のリスク、労務管理上のリスク等の顕在化を未然に防止するためのマネジメン

ト能力が経営者に問われている。

○ 特に施設サービスについては、サービスの利用開始後において実際に自分が受けるサー

ビス内容を選択するに当たり、利用者は非常に弱い立場にある。施設利用者の意向の把握

・利用者の主体性の発揮・利用者のプライバシー保護のための具体的取組が乏しい。施設

間においても取組状況にばらつきがある。

○ 経営効率やサービスの質の向上を図るためには、管理運営体制や情報開示について社会

福祉法人が充たすべき形式的要件を定めるだけでなく、社会福祉法人が新しいことを実行

できるための実質的な仕組みや、そのための情報交換の仕組みを設けることも今後考えて
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いかなければならないのではないか。

○ 多様な事業主体が参入する中で、情報公開の徹底、第三者評価制度の導入、財務内容の（３）事業の透明性の確保

開示の３つを行っていれば、提供主体が社会福祉法人であろうと他の主体（医療法人・株

式会社）であろうとサービス提供において差はなくなる。

○ 第三者評価の結果として公表される内容だけでは、事業の透明性の確保には不十分であ

り、これ以外の情報についても事業者自らが開示をしていくことが重要である。

○ 情報の開示については、第三者機関が事業者及びそのサービス内容を評価して開示して

いくのが最も適切であるが、まずは、事業者が、利用者にとってわかりやすい情報につい

て開示し、その上で開示する内容を広げていくというように段階的に進めていかなけれ

ば、利用者は理解できず、また事業者にも混乱を来たすことになる。

社 （１）管理運営体制の充実

○ 法人経営における責任者である理事長・理事会と、施設の運営管理における責任者であ会 ① 理事・理事会

る施設長との二重構造により、理事長・理事会の形骸化が見られる。福

○ 在宅サービス分野において民間企業、ＮＰＯ等と競合して事業を展開する中で、経営責祉

任を有する理事長・理事会の権限・責任の在り方を改めて考えるべきである。法

○ 役員体制については、執行体制の公益性を確保するための規制は維持しつつ、可能な限人

り各法人の独自性を発揮することが可能となるような仕組みとする必要がある。の

活

○ 社会福祉法人には、極めて高い公益性・公共性、事業の安定性・継続性の観点から評議性 ② 評議員会

員会の設置が必要であるが、諮問機関としての位置付けの明確化や、理事会機能との明確化

な分離が求められる。

○ 介護保険事業を行う法人のみに評議員会の必置を義務付けるのでは、措置事業のみを行

う法人を含めた制度全体としての規制の整合性がとれないのではないか。

（２）経営の自律性の向上

○ 措置費については、本部会計への繰入限度額を引き上げるとともに、将来の施設整備等① 資金の使途

に備えるための積立（引当）を可能とし、引当金の限度額を廃止すべきである。

○ 保育所運営費については、その収支差額を法人経費や同一法人が経営する保育所運営へ
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の充当を可能とし、さらに、同一法人が経営する他の社会福祉事業、待機児童の解消や、

地域の福祉需要への対応に向けた基盤整備への充当を可能とすべきである。

○ 社会福祉事業における収支差額を社会福祉法人が行う公益的な事業（収益事業を除く）

に充当することを可能とすべきである。

○ 社会福祉法人が自らの事業以外に取り組まないのは、法人の姿勢の問題もあるが、行政

が施設整備費や措置費の仕組みを通じてその執行・運営に過剰な規制をかけたことにも原

因がある。規制緩和を進めれば、社会福祉法人も様々な事業活動に展開していける素地は

あるのではないか。

○ 独立行政法人福祉医療機構と市中金融機関との協調融資制度を確立すべきである。② 資金の調達

○ 資金調達の際の抵当は、理事長・設立者が提供しており、連帯保証人もなり手がないの

が実態である。

○ 事業の安定性・継続性を確保するための方策（債務保証制度等）を講じた上で、社会福

祉法人の基本財産処分（担保提供）を可能とする基準等を整備すべきである。

○ 寄附金の募集について、都道府県知事等の許可を受けるための手続を簡素化するととも

に、許可が円滑に行われるような方策を講ずるべきである。

○ 法人債の発行の在り方について検討を深める必要がある。

○ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度については、公費助成、制度の在り方を検討する社

際には、現在の加入者に不利益が生じないような措置を講ずるとともに、今後とも良質な会

福祉従事者を確保しうる制度の構築を図る必要がある。福

祉

○ 社会福祉法人は、施設整備補助を受けて社会的弱者への処遇の拠点となってきており、法

また、施設整備補助により利用者の負担も軽減されてきた。利用者自身に負担させるべき人

という意見は検討に値するとしても、施設整備補助自体がおかしいとは必ずしも言えなに

い。対

○ 介護保険施設を経営する社会福祉法人については、補助額の減少・法人負担の増加といす

う状況を踏まえ、経営能力を備えた安定的な事業体になる必要がある。る

助

○ 社会福祉法人は、株式会社等では課税される分を、サービスの向上や、新たな福祉需要成

への対応、地域福祉への積極的な貢献の財源としている。この仕組みを維持することが、・

国民の福祉水準・セーフティネットの確保に有意義である。支
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○ 社会福祉法人の税制上の優遇に対応して、社会的な支援を必要とする人々への優先的援

な支援を義務として行うことが必要ではないか。の

在

り ○ 社会福祉法人が先駆的な取組を行いやすい仕組み・財政的な支援のための仕組みを設け

方 るべきではないか。

○ 社会福祉法人がどうあるべきかよりも、まずサービス提供主体に対して均等な事業機会

を与え、その中で競争条件を少しずつ見直していくことを検討すべきである。

○ 指導監査の範囲について、最低基準に関する事項に限定し、改めて明確化するとともそ

に、指導項目・指摘事項について、それぞれ指導の根拠となる法律名・条文を示す必要がの

ある。他

○ 業者選定については、手続が公的に定められている場合は入札とするが、その他の場合

には、各法人において一定のルールを整備した上で行うことができるようにする必要があ

る。

○ 介護保険事業の安定性、効率性を確保するため、社会福祉法人の合併について、簡素化

等の推進策を講ずるべきである。

（注） は、第９回福祉部会における意見である。太字


